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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
八
号

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
十
七
号
（
東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
に

よ
る
納
期
限
等
の
延
長
）
に
お
い
て
別
に
告
示
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
期
日
の
う
ち
、
次
の
表
に
掲
げ
る
指
定
地
域
に
住
所
又
は

居
所
の
所
在
地
（
納
税
者
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
税
に
係

る
納
税
地
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
以
外
を
納
税
地
と

指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
本
店
又
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
）
が
あ
る
納
税
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
又
は
条

例
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
、
届
出
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
審

査
請
求
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
納
付
若
し
く
は
納
入
に
関

す
る
期
限
が
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
同
月
三
十
一
日
と
す
る
。

令
和
七
年
十
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
道
府
県
名

指
定
地
域

石
川
県

輪
島
市
、
珠
洲
市
、
鳳
珠
郡
穴
水
町
、
鳳

珠
郡
能
登
町

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長
に
対

し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と

な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。令

和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
七
年
十
月
十
七
日
（
金
曜
日
）

午
後
四
時
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

狛
江
市
役
所
防
災
セ
ン
タ
ー
三
階
三
〇

一
会
議
室

狛
江
市
和
泉
本
町
一
丁
目
一
番
五
号

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指

導
第
一
課
日
影
規
制
・
紛
争
調
整
担
当

（
東
京
都
立
川
合
同
庁
舎
二
階
）

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

電
話
〇
四
二
（
五
四
八
）
二
〇
五
六

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

狛
江
市
和
泉
本
町
一
丁
目
一
番
五
号

狛
江
市

建
築
敷
地

狛
江
市
西
野
川
四
丁
目
九
百
四
十
五
番
五

地
域
地
区

等

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
準
防
火
地
域
及

び
二
十
五
メ
ー
ト
ル
第
二
種
高
度
地
区

申

請

の

概

要

工
事
種
別

及
び
用
途

新
築

倉
庫
及
び
事
務
所

敷
地
面
積

約
一
、
三
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
四
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
六
六
六
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
骨
造

地
上
二
階

高
さ

六
・
四
三
五
メ
ー
ト
ル

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書

告

示
（
選
）
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東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
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委
員
会
告
示
第
百
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
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委
員
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東
京
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管
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委
員
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告
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五
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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